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議案第１２号 

 

日出町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

日出町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和 ８ 年 ２ 月１８日 提 出 

 

日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

日出町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

日出町国民健康保険税条例（昭和３５年日出町条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項中「１００分の９.０２」を「１００分の８.７７」に改める。 

第４条中「２９,４００円」を「２８,３００円」に改める。 

第５条第１号中「２４,０００円」を「２３,３００円」に改め、同条第２号

中「１２,０００円」を「１１,６５０円」に改め、同条第３号中「１８,００

０円」を「１７,４７５円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「２０,５８０円」を「１９,８１０円」に改め、

同号イ（ア）中「１６,８００円」を「１６,３１０円」に改め、同イ（イ）中

「８,４００円」を「８,１５５円」に改め、同イ（ウ）中「１２,６００円」

を「１２,２３３円」に改め、同項第２号ア中「１４,７００円」を「１４,１

５０円」に改め、同号イ（ア）中「１２,０００円」を「１１,６５０円」に改

め、同イ（イ）中「６,０００円」を「５,８２５円」に改め、同イ（ウ）中

「９,０００円」を「８,７３８円」に改め、同項第３号ア中「５,８８０円」
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を「５,６６０円」に改め、同号イ（ア）中「４,８００円」を「４,６６０円」

に改め、同イ（イ）中「２,４００円」を「２,３３０円」に改め、同イ（ウ）

中「３,６００円」を「３,４９５円」に改め、同条第２項第１号ア中「４,４

１０円」を「４,２４５円」に改め、同号イ中「７,３５０円」を「７,０７５

円」に改め、同号ウ中「１１,７６０円」を「１１,３２０円」に改め、同号エ

中「１４,７００円」を「１４,１５０円」に改める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の日出町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 

 

理  由 

 子ども・子育て支援法等の改正による子ども・子育て支援金の導入に伴い、

国民健康保険税率の調整を行うために条例を整備したいので提出する。 

 


